
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和７年 休業４日以上の死傷災害発生状況 伊勢署】 

 令 和 ６ 年 令 和 ７ 年 前 年 比 

（ 死 傷 ） 死 亡 死 傷 死 亡 死 傷 

全 業 種 2 261 2 240 -21 -8.0％ 

製 造 業  41  47 +6 +14.6％ 

建 設 業 1 27 1 25 -2 -7.4％ 

道路貨物運送業  14  12 -2 -14.3％ 

林 業  6  3 -3 -50.0％ 

小 売 業  50  34 -16 -32.0％ 

社会福祉施設  38  38 ±0 ±0.0％ 

旅 館 業  18  21 +3 +16.7％ 
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【令和７年アンダー190伊勢 進捗状況】

令和６年 令和７年（速報値） 基準線（平成27年:過去最少） 単位：人
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【全産業・事故の型別】

令和６年 令和７年

令和７年  労働災害発生状況 
伊 勢 労 働 基 準 監 督 署 

速 報 値 

 伊勢労働基準監督署管内（伊勢市、

鳥羽市、志摩市、度会郡）において令

和７年に発生した、休業４日以上の死

傷者数（新型コロナウイルス感染症に

係る疾病者を除く。）は、令和８年２月

末時点で、死亡者数は２人、休業４日

以上の死傷者数は 240人となっていま

す（※一部、先月速報値から業種を変

更修正しています）。 

また、令和８年に発生した労働災害

は、令和８年２月末時点で、26人とな

っています。 

休 業 ４ 日 以 上 の 死 傷 者 数 

各 月 末 の 推 移 状 況 

単位：人 

令和８年 

４ 月 号 

アンダー190 

！ 管 内 の 労 働 災 害 事 例 

【はさまれ・巻き込まれ 休業４日以上】 

 餅を切り分ける食品加工用機械（切断機）の

内部に餅が詰まったため、これを 

取り除こうと投入口から手を入れ 

た。機械の電源を切っていなかっ 

たため、機械内部のスクリューに 

指が巻き込まれ、骨折した。 
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【令和８年アンダー190伊勢 進捗状況】

単位：人

※２月末速報値 



 

 

 令和７年に伊勢署管内で発生した休業４日以上の死傷災害を、事故の型別にみると、「転倒」、「無

理な動作・動作の反動」、「墜落・転落」災害が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先  伊勢労働基準監督署 安全衛生課 

ＴＥＬ ０５９６－２８－２１６４ 

 

伊勢労働基準監督署からのお知らせ 検索 

 

 労推法が改正され、令和 8年 4月 1日から職場に

おける治療と仕事の両立支援の取組が努力義務と

なったことに伴い、支援サイトのリニューアルが行

われました。取組事例などを追加しています。

 

 

治療と仕事の両立
支援ナビ 
https://chiryoutos
higoto.mhlw.go.jp 

  近年、職場における熱中症の死傷者数が増加傾

向にあることから、「職場における熱中症防止のた

めのガイドライン」を策定しました。事業者が取

り組むべきことを確認し、実施しましょう。 

厚生労働省 HP 
https://www.mhl
w.go.jp/stf/newp
age_71721.html 

 

発生した転倒災害の多くが、床に置いてあった物につまずいた災

害や濡れた床面で滑った災害となっています。 

床に不要物が置きっぱなしになっていないか、通路は確保できて

いるか、床が濡れたままになっていないか等、事業場のパトロールを

行い、作業環境の改善を行いましょう。 

！ 

 

墜落・転落災害のほとんどが、高さ２ｍ未満から落ちたもので、

脚立からの墜落災害が目立ちます。脚立は身近ですが、リスクもあ

ります。下記チェックリストを活用して、正しく使用しましょう。 

その他、荷役作業中にトラックの荷台から墜落した災害が多くな

っています。特に２ｔ以上の一部トラックは昇降設備の設置が義務

付けられていますので、法令を遵守し、安全作業を行いましょう。 

！ 

 転倒災害、墜落・転落災害に気を付けましょう！ 

中央労働災害防止協会「安
全衛生情報センター」HP 
https://www.jaish.gr.jp/h
orei/hor1-62/hor1-62-16-
1-2.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001430453.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001430453.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001430453.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和７年 休業４日以上の死傷災害発生状況 伊勢署】 

 令 和 ６ 年 令 和 ７ 年 前 年 比 

（ 死 傷 ） 死 亡 死 傷 死 亡 死 傷 

全 業 種 2 267 2 241 -26 -9.7％ 

製 造 業  42  47 +5 +11.9％ 

建 設 業 1 27 1 25 -2 -7.4％ 

道路貨物運送業  15  12 -2 -20.0％ 

林 業  6  3 -3 -50.0％ 

小 売 業  50  34 -16 -32.0％ 

社会福祉施設  40  38 -2 -5.0％ 

旅 館 業  19  21 +2 +10.5％ 
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【令和７年アンダー190伊勢 進捗状況】

令和６年 令和７年（確定値） 基準線（平成27年:過去最少） 単位：人
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【全産業・事故の型別】

令和６年 令和７年

令和７年  労働災害発生状況 
伊 勢 労 働 基 準 監 督 署 

確 定 値 

 伊勢労働基準監督署管内（伊勢市、

鳥羽市、志摩市、度会郡）において令

和７年に発生した、休業４日以上の死

傷者数（新型コロナウイルス感染症の

り患による労働災害を除く。）は、死亡

者数は２人（前年と同数）、休業４日以

上の死傷者数は 241人（前年から 21人

減）となり、目標値である死傷者数 190

人を下回ることができませんでした。 

また、令和８年に発生した労働災害

は、令和８年３月末時点で、39人（前

年比 8.3％増）となっています。 

休 業 ４ 日 以 上 の 死 傷 者 数 

各 月 末 の 推 移 状 況 

単位：人 

令和８年 

５ 月 号 

アンダー190 

！ 管 内 の 労 働 災 害 事 例 

【転倒（つまずき） 休業３か月以上】 

長さ１ｍほどの鉄板を持ち、足元が十分 

に見えない状態で歩いていた 

ところ、足元にあった製品の 

乗ったパレットにつまずき、 

膝から転倒し、骨折した。 
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【令和８年アンダー190伊勢 進捗状況】

単位：人

※３月末速報値 



 

 

 

 伊勢労働基準監督署管内では、令和７年に発生した休業４日以上の死傷者数は 241人となり、過

去５年間のうちで最小となりました。一方で、60歳以上の高年齢者の労働災害発生状況をみると、

年々高年齢者の労働災害の割合が増え続けています。令和７年は、全体の 39.4％（前年比 3.1％

増）が高年齢者による労働災害（うち約４割が転倒災害）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

高年齢者の労働災害防止を図るため、改正労働安全衛生法第 62 条の２第２項の規定に基づき、

高年齢者の労働災害防止のために必要な事項を定めた「高年齢者の労働災害防止のための指針」が

公表され、令和８年４月１日から適用されています。改めてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先  伊勢労働基準監督署 安全衛生課 

ＴＥＬ ０５９６－２８－２１６４ 

 

伊勢労働基準監督署からのお知らせ 検索 

 

厚生労働省
HP 
「高年齢者
の労働災害
防止のため
の指針」につ
いて （公示） 

79 91 91 97 95

247 243 251
267

241

令和３年 令和４年 令和５年 令和6年 令和7年

高年齢者の労働災害発生状況

うち高年齢者

 
高年齢者の労働災害を防止しましょう 

「高年齢者の労働災害防止のための指針」が公布されました 

 
特に 50代以降、転倒災害

の割合が増えている 

（参考） 
高年齢労働者の安全と健
康確保のためのチェック
リスト↓ 

↑転倒等リスク評価セル
フチェック票 

（伊勢署） （伊勢署） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001430453.pdf

